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環境基本法（抄） 

 

第 15条 政府は，環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，環境の保全

に関する基本的な計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。  

２ 環境基本計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。  

(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱  

(2) 前号に掲げるもののほか，環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項  

３ 環境大臣は，中央環境審議会の意見を聴いて，環境基本計画の案を作成し，閣議の決定を

求めなければならない。  

４ 環境大臣は，前項の規定による閣議の決定があったときは，遅滞なく，環境基本計画を公

表しなければならない。  

５ 前２項の規定は，環境基本計画の変更について準用する。  

 

 

 

 京都市環境基本条例（抄） 

 

(基本理念) 

第３条 環境の保全は，次の各号に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。 

(1) 環境の保全は，現在及び将来の市民が健康で文化的な生活を営むうえで欠くことができ

ない健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに，その環境が将来にわたって維持さ

れるよう適切に行われなければならないこと。 

(2) 環境の保全は，環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な都市を実現することを旨と

し，及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として，

総合的かつ計画的に行われなければならないこと。 

(3) 環境の保全は，本市，事業者及び市民が，すべての活動を行うに当たって，環境の保全

の重要性を理解し，環境の保全について十分な配慮をするとともに，環境の保全に関する

活動に参加し，及び協力することにより行われなければならないこと。 

(4) 環境の保全は，恵まれた自然の中で優れた文化を創造してきた京都の環境の特質を生か

すように推進されなければならないこと。 

(5) 地球環境の保全は，本市，事業者及び市民がこれを共通の課題であると認識し，その認

識が施策，事業活動及び日常生活に反映されることにより積極的に推進されなければなら

ないこと。 
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（環境基本計画） 

第９条 市長は，本市の自然的社会的条件に応じ，環境の保全に関する施策を総合的かつ計画

的に推進するため，環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定

めなければならない。 

２ 環境基本計画は，次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 環境の保全に関する長期的な目標 

(2) 環境の保全に関する個別の分野の施策の大綱 

(3) 環境の保全に関する配慮の指針 

(4) その他環境の保全に関する重要な事項 

３ 市長は，環境基本計画を定めるに当たっては，京都市環境審議会の意見を聴くとともに，

事業者及び市民の意見を適切に反映するために必要な措置を講じなければならない。 

４ 市長は，環境基本計画を定めたときは，速やかにこれを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は，環境基本計画の変更について準用する。 

（環境基本計画と他の施策との整合） 

第 10条 本市は，施策を策定し，又は実施するに当たっては，環境基本計画との整合性を確保

しなければならない。 

http://www1.g-reiki.net/kyoto/reiki_honbun/k102RG00000646.html#e000000165
http://www1.g-reiki.net/kyoto/reiki_honbun/k102RG00000646.html#e000000177

